
みなさんのご意見をお寄せください
　市議会や市議会だよりに対するあなたのご意見・ご提案・ご要望をお聞かせください。今後の

参考にさせていただきます。

〒513-8701　鈴鹿市神戸一丁目18番18号　鈴鹿市議会事務局

TEL：059‒382‒7600　FAX：059‒382‒4876　mail:giji@city.suzuka.lg.jp

市議会だより16

　平成16年までの鈴鹿市議会のあゆみがわか

る書籍です。資料編・記述編（各6,000円）を

販売しています。お問い合わせは議会事務局

までご連絡ください。

　本会議の全日程をCNSテレビのデジタル122chで生放送します。放送時間

は午前10時（開会時間）から会議の終了までです。また、市議会のホームペー

ジでは、テレビ中継した全日程の映像を定例会閉会日からおおむね２週間

後に録画配信しています。

市議会傍聴のご案内会議録のお知らせ

議会史を販売しています

本会議（平成９年度以降）

常任委員会・特別委員会・議会運営委員会・

全員協議会（平成22年度以降）

各派代表者会議・広報広聴会議（平成24年

12月以降）

　本会議、常任委員会、特別委員会、議会

運営委員会、全員協議会などの詳しい内容

については、市役所本庁舎14階の議会図書

室と本庁舎４階の行政資料コーナーで閲覧

できます。なお、本会議の会議録は、市立

図書館や各地区市民センターなどでも閲覧

できます。

　また、鈴鹿市議会ホームページでは下記

の会議録が公開されています。

※なお、３月定例会の会議録は、６月上旬

に配置予定です。

　市議会のホームページや市役所の掲示板など

でお知らせします。

※日時が変更になる場合がありますので、傍聴す

る場合は、事前に議会事務局へご確認ください。

　傍聴券を14階の議会事務局でお渡しします。

本会議の傍聴定員は53名（車いす席４名含む）で

先着順となります。本会議以外の傍聴定員は10

名で、開会30分前から受付を開始し、同10分前

に締め切ります。受付締め切り時点で傍聴希望

者が定員を超えた場合は抽選となります。

　また、音声が聞きとりにくい方には、ヘッドフォ

ンを貸し出していますので事務局へお申し付けく

ださい。　 電話 ０５９－３８２－７６００議員からの寄附は禁止されています

　議員（候補者を含む）が、親睦旅行会・会合・

お祭り・運動会などの行事に寄附や差し入れなど

をしたり、祝い金（出産・新築など）や贈り物を

することは、公職選挙法などにより罰則をもって禁

止されています。また、要求した人や受け取った

人も同様に罰せられます。皆様のご理解とご協力

をよろしくお願いいたします。

本会議テレビ中継のお知らせ

◆傍聴できる会議

◆会議開催予定

◆傍聴するには

本会議　常任委員会　

議会運営委員会　全員協議会　

各派代表者会議　

広報広聴会議　

議会だより編集会議


